
①学校で開催日を決めて、県警察（犯罪被害者
支援室）に連絡
※３か月前までには、連絡をお願いします。
※確実な日程が決まっていなくても連絡は可能で
す。

・犯罪、交通死亡事故遺族等
・概ね６０分（学校の希望に対応可）

・無料（県警察が負担）

山梨県警察では、被害者支援センターやまなしや教育委員会等関係機関と連携し、中学・
高校生を対象とした犯罪被害者等による講演会「命の大切さを学ぶ授業」を開催しています。

次世代を担う生徒が、犯罪被害者等の実情や犯罪被害者等支援の重要性を学ぶことで
「自己肯定感」、「対人規範」、「生きる意思」等も育成することができ、最良の人権教育
の題材にもなると考えています。

・対面聴講
・令和７年度の開催予定は１２校（４月１日から
先着順で受付開始）

開催方法

講師・講演時間
②県警察と被害者支援センターやまなしで調整し
て講師を決定、学校に連絡

③開催予定日の約１か月前に学校と県警察（犯罪
被害者支援室）で詳細な打合せを実施

謝金・旅費等

問合せ先
山梨県警察本部警務部警務課犯罪被害者支援室
甲府市丸の内一丁目６番１号
℡055-221-0110（内線2673､2674）

開催要領 開催までの流れ

令和6年度の授業の様子

④「命の大切さを学ぶ授業」開催


